
子どもの居場所情報の考え方 
 

１ 「居場所」の定義について 

（１）居場所の定義 

ア 国（子ども家庭庁）の定義 

こども・若者本人にとって居心地が良いと思えるも

のであれば、どんな場所・時間・人との関係性であっ

ても居場所（図１）。 

 

イ 今回の情報掲載にあたる定義 

国の定義では、対象が広範なことから、以下の３

点すべてに該当する施設・事業を掲載の対象として

います。 

 

 

 

 

 

 

２ 各対象要件の考え方について 

（１）“属性に限らず広く子どもを対象としたもの”とは？ 

今回は、子どもが誰でも利用できる居場所情報の提供を主目的としているため、特定の子ど

ものみを対象とした施設等は除いています。 
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【〇】掲載対象       【×】対象外  

引用元：「こどもの居場所づくりに関する指針」 

対象要件 

① 属性に限らず広く子どもを対象としたもの 

② 管理者等が常駐しているもの 

③ 拠点的な居場所に分類されるもの 

【図１】子ども家庭庁(子どもの居場所指針)より抜粋 



 

（２）“管理者等が常駐しているもの”とは？ 

居場所となりえる対象が施設から公園や道路にいたるまで広範なため、子どもたちが安心し

て過ごすことができることを念頭に、以下の①②どちらかに該当する情報を掲載しています。 

① 見守りのための支援者が常駐している 

② 管理者（警備員・受付職員ほか）が常駐している 

※ フリースペース等、対象の場所に常駐がない場合でも施設全体で誰かしらが常駐している場合を含む。 

 

 

（３）“拠点的な居場所に分類されるもの”とは？ 

居場所の提供を以下のとおり目的別に分類し、それぞれ対象の一覧に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夏の居場所特集】   【夏の体験特集】 

居 場 所 

＜拠点的な居場所＞ 

・ プラットフォームの提供 

・ 直接的な居場所の提供 

＜体験を主とした居場所＞ 

・ 事業目的が体験活動 

・ 居場所機能が副次的なもの 


